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○福島市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会規程 

平成10年３月３日水道事業管理規程第３号 

改正 

平成12年３月１日水道事業管理規程第４号 

平成15年３月27日水道局管理規程第５号 

平成22年４月１日水道局管理規程第13号 

平成26年５月30日水道局管理規程第１号 

平成27年７月31日水道局管理規程第８号 

平成30年４月１日水道局管理規程第８号 

福島市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会規程 

（目的） 

第１条 この規程は、福島市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成10年水道事業管理規程第２号。

以下「指定工事業者規程」という。）第19条の規定に基づき、指定の公正の確保と透明性の向上を

図るため、福島市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は次に掲げる事項を審議する。 

(１) 指定工事業者規程第８条の規定による指定の取消し 

(２) 指定工事業者規程第９条の規定による指定の停止 

(３) 指定工事業者規程第18条の規定による審査 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、水道局長の職にある者をもって充て、副委員長は、水道局次長の職にある者をもって

充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 課長の職にある者及び技術管理室長の職にある者 

(２) 水道事業管理者が指名した職員 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。 

（招集） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

（具申及び報告） 

第６条 委員長は、委員会で審議した結果について管理者に具申しなければならない。 

２ 委員長は、付議事項が審議の中途であっても審議の経過について必要に応じて管理者に報告しな

ければならない。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、給水課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

（福島市水道局給水工事委員会規程の廃止） 

２ 福島市水道局給水工事委員会規程（昭和42年水管規程第２号）は廃止する。 

附 則（平成12年水管規程第４号） 

この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年水管規程第５号） 

この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年水管規程第13号） 
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この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年５月30日水管規程第１号） 

この規程は、平成26年６月１日から施行する。 

附 則（平成27年７月31日水管規程第８号） 

この規程は、平成27年８月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日水管規程第８号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 


